
第
一
条　

こ
の
法
律
は
、
火
災
を
予
防
し
、
警
戒
し
及
び
鎮
圧
し
、
国
民
の
生
命
、

身
体
及
び
財
産
を
火
災
か
ら
保
護
す
る
と
と
も
に
、
火
災
又
は
地
震
等
の
災
害

に
よ
る
被
害
を
軽
減
す
る
ほ
か
、
災
害
等
に
よ
る
傷
病
者
の
搬
送
を
適
切
に
行

い
、
も
つ
て
安
寧
秩
序
を
保
持
し
、
社
会
公
共
の
福
祉
の
増
進
に
資
す
る
こ
と

を
目
的
と
す
る
。

第
二
条　

こ
の
法
律
の
用
語
は
左
の
例
に
よ
る
。

②
〜
⑧　

略

⑨　

救
急
業
務
と
は
、
災
害
に
よ
り
生
じ
た
事
故
若
し
く
は
屋
外
若
し
く
は
公
衆

の
出
入
す
る
場
所
に
お
い
て
生
じ
た
事
故
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
災
害
に

よ
る
事
故
等
」
と
い
う
。）
又
は
政
令
で
定
め
る
場
合
に
お
け
る
災
害
に
よ
る
事

故
等
に
準
ず
る
事
故
そ
の
他
の
事
由
で
政
令
で
定
め
る
も
の
に
よ
る
傷
病
者
の

う
ち
、
医
療
機
関
そ
の
他
の
場
所
へ
緊
急
に
搬
送
す
る
必
要
が
あ
る
も
の
を
、

救
急
隊
に
よ
つ
て
、
医
療
機
関
（
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
医
療
機
関
を
い
う
。

第
七
章
の
二
に
お
い
て
同
じ
。）
そ
の
他
の
場
所
に
搬
送
す
る
こ
と
（
傷
病
者
が

医
師
の
管
理
下
に
置
か
れ
る
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
緊
急
や
む
を
得
な
い
も
の

と
し
て
、
応
急
の
手
当
を
行
う
こ
と
を
含
む
。）
を
い
う
。

　
　

第
七
章
の
二　

救
急
業
務

第
三
十
五
条
の
五　

都
道
府
県
は
、
消
防
機
関
に
よ
る
救
急
業
務
と
し
て
の
傷
病

者
（
第
二
条
第
九
項
に
規
定
す
る
傷
病
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
同

じ
。）
の
搬
送
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
傷
病
者
の
搬
送
」
と
い
う
。）
及
び

第
一
条　

こ
の
法
律
は
、
火
災
を
予
防
し
、
警
戒
し
及
び
鎮
圧
し
、
国
民
の
生
命
、

身
体
及
び
財
産
を
火
災
か
ら
保
護
す
る
と
と
も
に
、
火
災
又
は
地
震
等
の
災
害

に
因
る
被
害
を
軽
減
し　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

、
も
つ
て
安
寧
秩
序
を
保
持
し
、
社
会
公
共
の
福
祉
の
増
進
に
資
す
る
こ
と

を
目
的
と
す
る
。

第
二
条　

こ
の
法
律
の
用
語
は
左
の
例
に
よ
る
。

②
〜
⑧　

略

⑨　

救
急
業
務
と
は
、
災
害
に
よ
り
生
じ
た
事
故
若
し
く
は
屋
外
若
し
く
は
公
衆

の
出
入
す
る
場
所
に
お
い
て
生
じ
た
事
故
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
災
害
に

よ
る
事
故
等
」
と
い
う
。）
又
は
政
令
で
定
め
る
場
合
に
お
け
る
災
害
に
よ
る
事

故
等
に
準
ず
る
事
故
そ
の
他
の
事
由
で
政
令
で
定
め
る
も
の
に
よ
る
傷
病
者
の

う
ち
、
医
療
機
関
そ
の
他
の
場
所
へ
緊
急
に
搬
送
す
る
必
要
が
あ
る
も
の
を
、

救
急
隊
に
よ
つ
て
、
医
療
機
関
（
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
医
療
機
関
を
い
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

。）
そ
の
他
の
場
所
に
搬
送
す
る
こ
と
（
傷
病
者

が
医
師
の
管
理
下
に
置
か
れ
る
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
緊
急
や
む
を
得
な
い
も

の
と
し
て
、
応
急
の
手
当
を
行
う
こ
と
を
含
む
。）
を
い
う
。

　
　

第
七
章
の
二　

救
急
業
務

第
三
十
五
条
の
五　

削
除

消
防
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
一
年
法
律
第
三
十
四
号
）
に
よ
る
新
旧
対
照
表
（
抄
）

○　

消
防
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
八
十
六
号
） 

 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改　
　
　
　
　

正　
　
　
　
　

後

現　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

行



医
療
機
関
に
よ
る
当
該
傷
病
者
の
受
入
れ
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
傷
病
者

の
受
入
れ
」
と
い
う
。）
の
迅
速
か
つ
適
切
な
実
施
を
図
る
た
め
、
傷
病
者
の
搬

送
及
び
傷
病
者
の
受
入
れ
の
実
施
に
関
す
る
基
準
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
実

施
基
準
」
と
い
う
。）
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

②　

実
施
基
準
に
お
い
て
は
、
都
道
府
県
の
区
域
又
は
医
療
を
提
供
す
る
体
制
の

状
況
を
考
慮
し
て
都
道
府
県
の
区
域
を
分
け
て
定
め
る
区
域
ご
と
に
、
次
に
掲

げ
る
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一　

傷
病
者
の
心
身
等
の
状
況
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
傷
病
者
の
状
況
」

と
い
う
。）
に
応
じ
た
適
切
な
医
療
の
提
供
が
行
わ
れ
る
こ
と
を
確
保
す
る
た

め
に
医
療
機
関
を
分
類
す
る
基
準

二　

前
号
に
掲
げ
る
基
準
に
基
づ
き
分
類
さ
れ
た
医
療
機
関
の
区
分
及
び
当
該

区
分
に
該
当
す
る
医
療
機
関
の
名
称

三　

消
防
機
関
が
傷
病
者
の
状
況
を
確
認
す
る
た
め
の
基
準

四　

消
防
機
関
が
傷
病
者
の
搬
送
を
行
お
う
と
す
る
医
療
機
関
を
選
定
す
る
た

め
の
基
準

五　

消
防
機
関
が
傷
病
者
の
搬
送
を
行
お
う
と
す
る
医
療
機
関
に
対
し
傷
病
者

の
状
況
を
伝
達
す
る
た
め
の
基
準

六　

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
傷
病
者
の
受
入
れ
に
関
す
る
消
防
機
関

と
医
療
機
関
と
の
間
の
合
意
を
形
成
す
る
た
め
の
基
準
そ
の
他
傷
病
者
の
受

入
れ
を
行
う
医
療
機
関
の
確
保
に
資
す
る
事
項

七　

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
傷
病
者
の
搬
送
及
び
傷
病
者
の
受
入
れ

の
実
施
に
関
し
都
道
府
県
が
必
要
と
認
め
る
事
項

③　

実
施
基
準
は
、
医
学
的
知
見
に
基
づ
き
、
か
つ
、
医
療
法
（
昭
和
二
十
三
年

法
律
第
二
百
五
号
）
第
三
十
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
医
療
計
画
と
の
調
和

が
保
た
れ
る
よ
う
に
定
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

④　

都
道
府
県
は
、
実
施
基
準
を
定
め
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
第
三
十
五
条

の
八
第
一
項
に
規
定
す
る
協
議
会
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⑤　

都
道
府
県
は
、
実
施
基
準
を
定
め
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
内
容
を
公



表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⑥　

前
三
項
の
規
定
は
、
実
施
基
準
の
変
更
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
三
十
五
条
の
六　

総
務
大
臣
及
び
厚
生
労
働
大
臣
は
、
都
道
府
県
に
対
し
、
実

施
基
準
の
策
定
又
は
変
更
に
関
し
、
必
要
な
情
報
の
提
供
、
助
言
そ
の
他
の
援

助
を
行
う
も
の
と
す
る
。

第
三
十
五
条
の
七　

消
防
機
関
は
、
傷
病
者
の
搬
送
に
当
た
つ
て
は
、
実
施
基
準

を
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

②　

医
療
機
関
は
、
傷
病
者
の
受
入
れ
に
当
た
つ
て
は
、
実
施
基
準
を
尊
重
す
る

よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

第
三
十
五
条
の
八　

都
道
府
県
は
、
実
施
基
準
に
関
す
る
協
議
並
び
に
実
施
基
準

に
基
づ
く
傷
病
者
の
搬
送
及
び
傷
病
者
の
受
入
れ
の
実
施
に
係
る
連
絡
調
整
を

行
う
た
め
の
協
議
会
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
協
議
会
」
と
い
う
。）
を
組
織

す
る
も
の
と
す
る
。

②　

協
議
会
は
、
次
に
掲
げ
る
者
を
も
つ
て
構
成
す
る
。

一　

消
防
機
関
の
職
員

二　

医
療
機
関
の
管
理
者
又
は
そ
の
指
定
す
る
医
師

三　

診
療
に
関
す
る
学
識
経
験
者
の
団
体
の
推
薦
す
る
者

四　

都
道
府
県
の
職
員

五　

学
識
経
験
者
そ
の
他
の
都
道
府
県
が
必
要
と
認
め
る
者

③　

協
議
会
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
関
係
行
政
機
関
に
対
し
、
資

料
の
提
供
、
意
見
の
表
明
、
説
明
そ
の
他
の
協
力
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

④　

協
議
会
は
、
都
道
府
県
知
事
に
対
し
、
実
施
基
準
並
び
に
傷
病
者
の
搬
送
及

び
傷
病
者
の
受
入
れ
の
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
述
べ
る
こ

と
が
で
き
る
。

※　

第
35
条
の
６
〜
第
35
条
の
10
は
、
規
定
の
整
備
を
行
っ
た
上
で
、
第
35
条
の
９
〜
第
35
条
の
13
に
移
動



　
（
消
防
の
任
務
）

第
一
条　

消
防
は
、
そ
の
施
設
及
び
人
員
を
活
用
し
て
、
国
民
の
生
命
、
身
体
及

び
財
産
を
火
災
か
ら
保
護
す
る
と
と
も
に
、
水
火
災
又
は
地
震
等
の
災
害
を
防

除
し
、
及
び
こ
れ
ら
の
災
害
に
よ
る
被
害
を
軽
減
す
る
ほ
か
、
災
害
等
に
よ
る

傷
病
者
の
搬
送
を
適
切
に
行
う
こ
と
を
任
務
と
す
る
。

　
（
都
道
府
県
の
消
防
に
関
す
る
事
務
）

第
二
十
九
条　

都
道
府
県
は
、
市
町
村
の
消
防
が
十
分
に
行
わ
れ
る
よ
う
消
防
に

関
す
る
当
該
都
道
府
県
と
市
町
村
と
の
連
絡
及
び
市
町
村
相
互
間
の
連
絡
協
調

を
図
る
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
〜
九　

略

十　

傷
病
者
の
搬
送
及
び
傷
病
者
の
受
入
れ
の
実
施
に
関
す
る
基
準
に
関
す
る
事
項

十
一　

略

十
二　

略

十
三　

略

　
（
消
防
の
任
務
）

第
一
条　

消
防
は
、
そ
の
施
設
及
び
人
員
を
活
用
し
て
、
国
民
の
生
命
、
身
体
及

び
財
産
を
火
災
か
ら
保
護
す
る
と
と
も
に
、
水
火
災
又
は
地
震
等
の
災
害
を
防

除
し
、
及
び
こ
れ
ら
の
災
害
に
よ
る
被
害
を
軽
減
す
る　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

こ
と
を
任
務
と
す
る
。

　
（
都
道
府
県
の
消
防
に
関
す
る
事
務
）

第
二
十
九
条　

都
道
府
県
は
、
市
町
村
の
消
防
が
十
分
に
行
わ
れ
る
よ
う
消
防
に

関
す
る
当
該
都
道
府
県
と
市
町
村
と
の
連
絡
及
び
市
町
村
相
互
間
の
連
絡
協
調

を
図
る
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
〜
九　

略

十　

略

十
一　

略

十
二　

略

○　

附
則
第
二
条
に
よ
る
改
正
（
消
防
組
織
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）） 
 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改　
　
　
　
　

正　
　
　
　
　

後

現　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

行


